
下水道使用料の改定について
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５．県内自治体との使用料比較について
１か月20 使用した場合　（税抜） R7.4月時点
順位 事業体 下水道使用料 順位 事業体 下水道使用料

1 小牧市 1,438 27 阿久比町 R7.4 2,200
2 刈谷市 1,500 27 稲沢市 2,200
3 常滑市 1,550 27 尾張旭市 2,200
4 碧南市 1,600 27 大治町 2,200
4 高浜市 1,600 31 瀬戸市 R6.12 2,230
4 田原市 1,600 32 半田市 2,250
7 犬山市 1,610 ― 岩倉市 R11（予定） 2,295
8 名古屋市 1,640 33 蒲郡市 2,299
9 武豊町 1,700 34 江南市 2,335
9 幸田町 1,700 35 一宮市 R6.10 2,345
11 安城市 R7.4 1,750 36 東郷町 R7.4 2,370
12 扶桑町 1,754 37 あま市 2,400
13 岡崎市 1,850 38 日進市 R7.4 2,440
13 大府市 R7.4 1,850 38 ⾧久手市 R7.4 2,440
15 西尾市 1,900 40 東浦町 2,550
16 豊田市 R7.4 1,940 41 津島市 2,565
16 岩倉市 R7.4 1,940 42 清須市 2,600
18 東海市 R7.4 1,950 42 蟹江町 2,600
18 豊明市 1,950 44 豊川市 R7.3 2,615
20 北名古屋市 2,000 45 新城市 2,630
20 豊山町 2,000 ― 岩倉市 R15（予定） 2,640
22 知多市 2,020 46 春日井市 2,650
23 大口町 2,060 47 愛西市 3,000
24 豊橋市（公下） 2,070 47 弥富市 3,000
25 みよし市 R7.4 2,150 49 設楽町 3,300
25 知立市 2,150 49 東栄町 3,300

※各市町のホームページ等で公表され
ている情報を基に作成しています。な
お、税込額を割り戻して税抜額を算出
した自治体もあるため、実際の使用料
額とは異なる場合があります。
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